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地方税の研究

国際比較から見た地方税

改革の方向
一地方分権改革の進展と道州制を見棚えた検討一 琉球ﾉＷ法文学部〈v任繊師

オソゲチ

獺口浩一一

近年の劇と地方の税1M･政改!ｉ：（三位一体の

改革）や市町村合併は、地方団体が地方税中

心の財政櫛造とより大きな自由裁量を備える

とともに、規模の経済性を享受して地方公共

サービスを効率的に生産し、基礎的自治体の

役荊を安定的かつ持続的に維持できる財政力

を備える視点に立って進められてきた。しか

し、行政区域を超えて活動する人や企業と

いった経済主体は、都市部、特に、東京に－

種集中しており、集積の利益を享受できる都

市と地方の経済力格差が財政力格差につなが

る栂造を是正しなければ、例えば、産業政策

によって、地力が税収を自ら作り出すインセ

ンティブは低下し、地域間競争･の相乗効果で

もって地域経済が活性され、地方税源が充実

するメカニズムは働かない。産業政策をはじ

め、防災､観光､環境､社会資本の整備といっ

た諸政策は、広域的な政策立案や政策間連携

が地域資源の生み出す価値を高める。現在の

都道府県を廃止し、より広域自治体の道州を

導入することで、地域の中核都市が集積の利

益を通じて地域経済を牽引し、グローバルな

Ｉはじめに

今日、地方公共サービスに対する住民ニー

ズや地域綴済の澗性化に向けた課題は、少

子・高齢化やグローバル化の進展の中で、地

域ごとに異なってきている。国から地方への

財政移j憐を通じて、国が繭一的な地域政策を

当てはめる中央集権的な行財政システムでは、

教育や福祉といったソフトな分野を中心に、

公共サービスの充実を期待しつつ多様化する

住民ニーズに対応できないだけでなく、地方

公共サービスの受益と負担の連動は絶たれ、

住民が公共サービスの価格を過小に認識する

財政錯覚が資源の浪費をもたらし、地域絲済

の活性化も進まない笑態がより鮮明になって

いる。受益に応じた負担を求める地方税体系

のもとで、限りある資源を住民ニーズと地域

の実情に応じて最有効活用し、異なる課題や

魅力を持つ地域が潜在能力を経済力に変換す

る地域政策を実行できるように、わが国も、

地方分権的憲行財政システムを構築する必要

がある６
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視点から地域lluの競争条件を終傭する道州Ｉ１ｊｕ

導入は、地域経済のiF性化と地〃か椛的な税

Ⅱｲ政の柵築という1111Ｍiから人きな愈味があ

る１１．

本稿では、補充性の原ⅡＩに基づき、剛から

地方への大幅な極限と財源の移BMIが想定され

る逝州制の猟人を見据えて、［Ｈ１と地力の税源

配分や地力税.体系のあI)力といった地〃悦改

Jll(の〃|ｲﾘをIlil際比i肢から検iil､する`、

の区域例をもとに、道州（地域）でliiI様の関

係を見ると、行政区域の拡大によって、移I轍

'11人柵避の地域IMI格差は縮小し、道州の地方

税源はより光災することが分かる,;。

しかし、税源の移譲にともなって、地方税

ウェイトが脚まれば、これまで以上に租税原

則を満たし、なおかつ地方税の原則に沿った

税体系を雛附しなければならないｲ)。例えば、

仏iｲli1jIiの大きな悦月は、せっかく道州ﾙﾘを導

入してもその効果を相殺して、地域llU餓争や

税ilii培鍵のインセンテイプを押し1､､げるし、

税収規模の拡人や配分される税ＩＥＩに十分対応

できるように、徴税琳務にかかる人員や組織

形態などの徴税システムが整わなければ、徴

収率の低下、徴税コストの上昇を招きかねな

い。今後も地方分権改革を進め、道州制を導

入した成果は、いかに分権時代の地方税体系

をわが国が備えるかに大きく左右されるので

ある。

Ⅱ地方税源の充実と地域経済

地〃税源を光兆し、地〃税'''心の分椛的な

|M政構造を柵梁するためには、地域経済の,in

性化が不in｢火であり、地力分椛改jM:．iii州iljリ

導入による風から地方への椛限と税源の移繊

は、lil時に、地域経済を補完する舵取り役を

地方に任せて、地域が自ら税源端饗すべきこ

とを意味している。図１は、2004年度、都道

府県を対象に、地域経済の活性度を財貨．

サービスの地域間移動で捉え、住民１人あた

り地力税収（地方税源の充実度）との関係を

見たものである:１．移輸出が移輸入を上回っ

て活性化している地域ほど、地方税源が充実

しており、第28次地方制度調査会による道州

Ⅲ地方税体系の国際比較

単一集権国家のわが国が、地方分権改革を

進め、道州制を導入すれば、これまで以上に、

椛限の移譲を伴う事務配分の変更とともに、

Ｉ）jil[州１ＭのIMI1n;鰯|・にllUして、第28次地〃ﾙﾘMliI淵從会(200(i）「逝ﾅＭＩＩのあり方に関する答111」・liW(2004）「道
州ｌ１ｉﾘにllUする総点メモ」および杼lnIW11U'|､公瓜会縦21i録、ブＬｊＩＩ地域戦略会繊遡州IMI検討委員会（2006）「遭州
１１１ﾘに側する答111｣、九州地方知M1会（2005）「九州が道州側に移行した場合の蝶題等について｣、（財）九州地域
産業活性化センター（2004）「日欧比鮫による九州への道州制灘入シナリオ策定調査報告轡～産業活性化の視
点から～」を参照。

２）地方税収は、都道府県税と市町村税（都道府県別集計値）の合計である。

３）遭州側の区域例に関して、第28次地方制度鯛査会（2006）「遭州制のあり方に関する答申」を参照。３つ提
案された区域例のうち、区域例-１（９道州）に東京都のみの区域を想定して算出した。ただし、束京一種集
中（地域間の集積）の現状、現行の地方への事務配分・地方税IMIを前腿としている点には注意が必要である。
４）租税原則とは、租税が一般的に傭えるべき、租税の根拠と負担配分の原則を示すもので､「中立」（効率性)・
「公正」（負担の公平）・「簡素」（徴税と納税協力費の最小化）の31,剛からなる。地方税の原則とは、租税原
則に加えて、地方税が備えるべき原則を示すもので、応益性〈受益を反映する税)・普遍性（地jmWliで個在し
ない税）・安定性（安定的な税収確保）の３つからなる。
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図１地方税源と地域経済の関係
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※１．地方財務協会「地方lけ政統計年鞭｣、内閣府維済社会総合研究所『県民経済計算年報」より作成。

地方税の比重を高める形で、国と地方の税源

配分を改めていかなければならない。税体系

も、国、道州、市町村の間の役測の逆いに応

じて、望ましい税目を再翻成する作業が必要

になる。そこで、地方税財政の国際比較を行

う林（1997）を参考に、2004年、ＯＥＣＤ加

盟30ケ国データを用い、カナダ、アメリカ、

ドイツといった連邦国家､スウェーデン､フィ

ンランド、デンマークといった単一分権国家、

フランス、イタリア、イギリスといった単一

集権国家の問で諸外国の地方税体系の国際比

較を通じて、わが国における国と地方の税源

配分や地方税体系のあり方を検討する５１。な

お、地方分権改革を進め、広域自治体として

の州を有するフランス、イタリア、スペイン

と、地方分権を進めて連邦制に移行したベル

ギーにおいては、年度間でも地方税のあり方

の変化を押さえていく`'。

5〉地方税財政の国際比較に関して、林（1997)、渡辺・近藤（2002）を参照。

6）各国の地方分権改革の動向に関して、自治体国際化協会・海外の地方自治シリーズ各国版を参照。
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１公共部門の規模と国と地方の税源配分

公共部門の規模をＧＤＰに占める総税収の

割合で計り、地方税と風税の比率とのilIj係を

見たのが図２である;'・全体として、阿齢化

率が樹い国では公共部''1の規模が大きく、公

共部門の規模が大きいほど、地方税・国税比

率は職まる傾向がある。そのうち、カナダ、

アメリカ、ベルギー、ドイツ、スイスといっ

た連邦国家は、単一国家に比べて、公共部門

の規模が同じ程度でも地方税・国税比率が高

くなっている。そして、単一国家では、公共

部門の規模と地方税・国税比率の関係がより

明確で、スウェーデン、デンマーク、フィン

ランドといった分権国家や、フランス、イタ

図２国家の形態別に見た国と地方の税源配分

1．４０

ﾆｰｰｰ￣￣￣￣￣￣￣‐へ～連邦国家群
…●（28）、､、ク

ノ 、

β

●（１）

⑥（14）
､③（３）‘

1２０

1.00

0.80

0.60

０．４０

的

0.20

26(075）

0．００

０ 1０ 6Ｃ

総税収／ＧＤＰ（％）

ＯＥＣＤ〈2006）．RevenueSIatisticsl965-2005”より作成。
（）は巡邦国家であり、（'75）は1975年時点の数値を示している。
連邦国家では、州税と地方（地方政府）税の合齢を地方税としている。

※１．

２．

３．

Ｊ
１
１
Ｊ

１
２
３
４
５
６

く
く
く
く

カナダ

メキシコ

アメリカ

オーストラリア

日本

韓国

ｊ
ｊ

７
８
９
加
川
惚

く
く

ニュージーランド

オーストリア

ペルギー

チェコ

デンマーク

フィンランド

１

３
４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
１

く

フランス

ドイツ

ギリシャ

ハンガリー

アイスランド

アイルランド

円
、
幻
塑
羽
湖

イタリア

ルクセンブルク

オランダ

ノルウェー

ポーランド

ポルトガル

２５スロバキア

２６スペイン

２７スウェーデン

(28〉スイス

題トルコ

３Oイギリス

7）ＧＤＰに占める総税収の割合は、租税負担率（総税収／国民所得）にほぼ等しい。
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.Ⅱ」 「

二．.、卍ロ

リアといった分権改箪を進める国々ほど、公

共部ｌｊｉの規模が大きく、地方税・国税比率は

高まる。

フランス、イタリア、スペインにおいて、

地方分権改鮒を推進し、広域自治体としての

州制を導入する前後（1975年と2004年）を比

べると、いずれも30年通して進展した高齢化

等の婆１Klで公共部門の規模が拡大するととも

に、地方税・剛税比率が｣ず外しており、将に、

スペインでは、ｊｌｉ１;“1家にlJu敵する地力への

税iMiIiu分が炎現している`，また、辿);IImI1に秘

行したベルギーでも、攻〕IITのｉｉｉ後（11)75%1:と

2004‘|:）を比べると、公共部'''1の規模に人き

な変化はないものの、地〃税・国税比率は急

上昇し、地方への大きな税源配分がなされた

ことが分かる。

その一方で、わが国は、その他のＯＥＣＤ

諸国、特に先進諸国に比べて早いスピードで

進み、2004年時点で約19％に上る筒い高齢化

率ほどには、公共部門の規模が拡大せず、ｌｌｉ

－築椛国家としては地方税・圃税比率が高い

特有の傾向を示している。財政支出に占める

地方支川の比重がその他の国々より高いこと

から、地方税・国税比率が闘いのは当然とも

言えるが､地方税収規模は､地力歳出の約35％

程度（2004年度）と極めて低く、地方税収と

地万歳上[1のＭきは財政移転でまかなわれてい

るのが現状である。財政移臓を縮減し、その

分を地方に税源移溌することで、今以上に地

方税・国税比率を高める必要がある。

しかし、問題は税源移譲だけでは解決しな

い。ＯＥＣＤ諸国の中でも高い高齢化率にも

かかわらず、わが国の租税負担率は低く、一

方では、今後、福祉ニーズに対する基礎的自

治体の役割が高まると予想されるし、大幅な

権限移溌で、地域ごとに広域的な地域政策を

担う道州制導入を見据えれば、わが国も、公

共部''1の規模、riilと地方の税源配分をlXl2の

よ“iil:方に押し上げ、連邦倒家群の水Ａｌｉを

視野に入れなければならないだろう、

２地方税体系のあり方

道州iljI1の導入を含む地方分権改革の進展に

は、拡大する地方財政規模に応じた地力税体

系の|柵築が欠かせない`Julﾉﾉ1M政1M模を(il）

ｐにIliぬる地〃税収の1111行でﾊﾟ|･I)、地刀悦jl)（

の榊成を変miI係数で捉えて、ＩＩＩｊ片のllU係をｌＩＬ

たのがＩＸｌ３である。地ﾉﾉ税収の幾伽係数が大

きいほど、特定の税1;|から税収を１１#ており、

地方税収の変動係数が小さければ、より多く

の税目からバランスよく税収を得ていること

になる。なお、変動係数は、ＯＥＣＤ統計の

区分に従って、地方税収を課税客体別に①個

人所得課税、②法人所得課税、③資産課税、

①消費課税、⑤その他の５つに区分して算出

した。

地方財政規模と地方税収の構成の間にはＵ

字型の関係があり、地方財政規模が小さい国

では、特定の税目のみで十分な税収が得られ

るが、地方財政規模が大きくなるにつれて、

バランスの取れた税体系のもとで税収を雛係

する慨Ｉｉｉｌがある。しかし、地方税収がＧＤＰ

比で約8.7％を超えて、地方財政規模がより

大きな連邦国家や単一分権国家では、再び、

特定の税目を中心とした税体系となり、例え

ば、スイスが個人所得税（個人所得税総額の

79％､法人所得税も総額の56％を地方に配分)、

アメリカが消費税（消費税総額の82％)、ス

ウェーデンが個人所得税（個人所得税総額の

100％）を地方に重点配分するように、国税

[地方税2007.9］ －１２－
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IiK13地方財政規模と地方税体系
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の影響を受けない地方の基幹税で、十分な税

収を確保できる税体系の構築がなされている。

なお、アメリカだけでなく、連邦国家では、

消劉税の地方（州）への配分が大きく、カナ

ダとオーストラリアで消費税総額の約60％、

ベルギーとドイツで約40％に上り、個人所得

税と消費税の州税に占める割合が高い傾向が

ある。また、ＯＥＣＤ諸国の多くで、資産課

税が地方（連邦国家では地方政府）の基幹税

となっており、こうした州と地方政府の税体
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雛壇

系の違いが、連邦国家で、地方政府より州政

府の変動係数が低い傾向に現れている。

わが国では、1975年以降、今[|まで地方財

政規模は蒋干拡大するものの、変動係数には

変化がなく、ＯＥＣＤ諦園の中で、最もバラ

ンスの取れた税体系が維持されてきた`，しか

し、分権改革前後のフランス、イタリア、ス

ペインと連邦制移行iii後のベルギーを見ても、

地方1M･政規模の拡大の程度に応じてＵ字型の

関係に沿った税体系の愛史がなされている。

地方税ili1のウェイトを商めるとljil時に、１１Ⅲの

税ﾙﾘ改iIHの影騨を受けにくい分椛的な地〃税

体系とするために、勵際比較によれば、地方

全体では、｜Xl3のより石上方に位樋する税体

系で、地方への配分の大きな雑幹税の充実が

必要であり、国際的な動向を凡ても、やはり

個人所得課税と消費課税に地方の基幹税とし

ての役割を期待すべきだろう。

その上で、道州と市町村の税源配分では、

連邦国家の大部分でも、地方政府には、資産

課税をはじめ、地方（地方政府）税収の70％

から90％をも上回る基幹税があり、広域的な

地域政策を担う道州と、生活必需的な地方公

共サービスの提供を担う市町村の役割分担に

応じて、道州税全体、市町村税全体として地

方税原則を考廠しながら、ある程度の税源分

離を実現することが望ましい。

Ｉま、ＯＥＣＤ諸国の中でも高い地方への法人

所得課税の配分がある。2004年度、法人所得

課税総額の約40％が地方に配分され、地力税

収総額に占める法人所得課税の割合も20％を

上回っている。しかし、法人所得課税は、蹟

気の変動に敏感で税収が餐定せず、税源が地

域間で偏在する点が以前から問題視されてお

り、道州Ilillの区域案をはじめ、制度設計の検

討では、必ず論点となってきた。

ＯＥＣＤ潴鬮における地方財政規模と〃r得

に対す為||A1人と法人の繊税ウェイトの関係を

Ｍ`たのが|xl4である剛。国際比鮫によれば、

地方財政規模が大きいほど、IlM人課税のウェ

イトが｣二罫し、怯人課税のウェイトが低下す

る傾Ihlにあり、連邦唾1家やjlii-分椛|劃家では、

地方所得税収の約80％以上が個人課税となっ

ている。これは、選挙権を持たない法人に課

税すること白体に問題があるだけでなく、住

民レベルで受益と負担の連動が絶たれ、財政

錯覚が起こりやすく、地方財政の膨張を招き

やすいことが、地方自治の考え方（住民自治

と団体自治)にも沿わないためと考えられる,)。

個人課税が地方所得税収の約50％と、国際

的にも法人課税のウェイトが高いわが国では、

地方から国へ法人所得課税を移譲することで

法人課税のウェイトを引き下げ、個人所得課

税を住民レベルで受益と負担の連動を計る基

幹税目の１つに位置付けることも選択肢にな

る。しかし、法人向けの地方公共サービスが

多ければ、その程度に応じて法人にも負担を

３所得に対する個人・法人の課税ウェイト

バランスの取れたわが国の税体系の背景に

８）ここで、所得に課税する場合、個人と法人のどちらにウェイトが圃かれているかを見ており、税収櫛成比や

税収規模を比較するものではないことには注意が必要である。また、資産に対する法人課税は、今回、取り上
げていない。

９）地方の法人課税の国際的勤向に関して、渡辺・近藤〈2002)、自治体国際化協会・海外の地方自治シリーズ
各図版を参照。
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論壇
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１２１４所得に対する個人・法人課税ウェイト
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※１．ＯＥＣＤ（2006）“RcvenueSIatisticsl965-2005”より作成。

２．（）は連邦国家である。メキシコは個人・法人の別が不明のため、除いている。

３．連邦|動議では、州税と地方（地方政府）税の合計を地方税としている。
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鏡壇

として地方税原則を考慮しながら、ある程度

の税源分離を実現することが望ましい。

そして、地方税体系として、地力から劇へ

法人所iIlL課税を秒識することで、向い法人課

税のウェイトを；|き下げる選択肢もあるが、

基礎的白i１h体や道州において、地域社会で事

業活Hillを行う視点や地方公共サービスの便益

を受けている視点に立った法人課税のあり方

を検討する必要がある⑪

求めなければならない。法人に選挙権がない

とはいえ、基礎的自治体と道州それぞれの役

劉に応じた税体系として、地域社会で螂業活

動を行う視点や地方公共サービスの便益を受

けている視点に立った法人課税のあり方を検

肘する必要があるだろう。

Ⅳむすび

地方税中心の分権的な財政榊迭と地域政簸

によって、｜Ｉ(りある地域資iMiを蝋有効in111し

て、地域催1らが櫛紅能力を維済ﾉjに変換する

メカニズムこそが、地域の醜争ﾉjをﾘ|き１１)す,，

地方分椛改煎を進め、迩州Ijllを導入する意溌

は、地域iil競争の相乗効果でもって地域総済

を活性化し、地方が自ら税源を培養するイン

センティプを備える地域経済と地方財政の好

循環を作り出す環境整備にほかならない。

本稲では、地方分権改越・道州制導入を見

据えて、国と地方の税源配分や地方税体系の

あり方といった地方税改革の方向を国際比較

から検討した。

その結果、わが国は、国際比較によれば、

高い高齢化率にもかかわらず、租税負担率が

低く、一方で、高まる福祉ニーズに対する艦

礎的自治体の役割や大幅な権限移談をともな

う道州制を見据えれば、公共部''１の規模の拡

大とともに、地方税・働税比率を高めていか

なければならない。その上で、国の税制改正

や政策の影瀞を受けにくい分権的な地方税体

系とするためにも、地方への配分が大きな基

幹税を中心とした地方税体系を構築し、地方

の基幹税には、国際的な動向を見ても、個人

所得課税と消費課税の果たす役割が大きくな

る。また、道州と市町村の税源配分では、役

割分担に応じて、道州税全体、市町村税全体
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